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組合員から、ズレ勤務の効果は、7 時 30 分に出勤できる人はいるのか、昼休み時間

がずれるから、暗い中で仕事をする人、弁当を食べている人、都民はどう思うのか等

さまざまな質問・疑問が出ています。なかでも評判がよく多い要望！ 

「今すぐにでもやってほしい管理職の見回りの徹底」 

生協からのお知らせ 
５月３１日(火)きょうお昼休み 

☆ 御荘ゴールド(柑橘類) 

１ｋｇ（２～３個）５５０円 組合員 

６００円 その他 

☆   グリーンアスパラ 

Ｌ２５０円 Ｍ２２０円 Ｓ１５０円（組合員） 

Ｌ２７０円 Ｍ２４０円 Ｓ１７０円（その他） 

衛生局支部書記局 27 階南側 
※本庁舎以外で取り組む場合は予め連絡ください。 

行動日程 

 

★新入組合員歓迎会 

日  時 6 月 11日（土） 

午前 8時集合 

集合場所 都庁第 1 庁舎 

第 2庁舎の間 

★保健所・公衆衛生交流集会 

日時 6 月 25 日（土）午前 10 時 

会場 愛知労働会館（名古屋市） 

 

 
映画鑑賞 

 

 
エクレール･お菓子放浪記 

5 月 21日（土）～テアトル新宿 

特別鑑賞券 1,000円、さらに組

合員に 500円助成 

衛生局支部まで 



 

 

勤務時間・休憩時間の臨時変更について（案）に 

対する都庁職としての解明要求 

 

 ５月２４日に提案のあった「勤務時間・休憩時間の臨時変更について（案）」

に関して、各支部からの意見等を集約して解明要求を取りまとめたので、下

記ついて真摯な回答を求める。 

 

記 

 

１ 都としての「節電方策」に関して 

（１）現在実施している節電対策の効果を示していただきたい。 

（２）政府は、１５％節電の方針を出しているのに、なぜ東京都は２５％な

のか。東京都として「２５％の節電に取り組む方針」を明らかにしている

が、その具体的な内容（全容）を明らかにすること。 

（３）都庁職としては、出勤時間を早めることが何らの「節電」に寄与する

ものとは理解しがたいと考えるが、今回提案のあった「勤務時間・休憩時

間の臨時変更について（案）」が具体的に節電対策に寄与するという具体

的な説明・理由、詳細な根拠となる資料を示すこと。 

（４）「勤務時間・休憩時間の臨時変更について（案）」が実施されれば、定

時退庁が重要な意味を持つものと考えるが、具体的な定時退庁の方策を明

らかにすること。 

（５）一般的に東京電力（株）の電力ピークのとらえ方があるが、今回の東

京都の独自の「節電方策」の実施でどのような効果が得られるのか明らか

にすること。また、都における電力ピークの抑制にどのような効果が表わ

れるのか明らかにすること。 

（６）職場の労働環境に大きな影響を与えかねない「照明」「冷房」「エレベ

ーター」等の運行等の制限については、労働安全衛生基準等を遵守するこ

と。また、空調の稼働する時間は午前７時３０分から午後６時１５分と理

解して良いのか。 

  さらに、職場安全衛生委員会の活用でのチェックを必ず実践するよう指

導すること。 

（７）本庁舎の休憩時間は、１１時３０分～１２時３０分と１２時３０分～

１３時３０分となっているが、一斉消灯の結果、３０分暗い中で執務を行

うことになるが、どう考えているのか。また、窓口開設職場など一斉消灯

の対象外と考えて良いのか。 

 

（８）計画停電時のズレ勤（試行）について、節電での効果の検証はどうな

っているか。 

（９）島嶼は節電対象では無く、対象外でよいか。 

（10）試行期間中における節電結果は、職場ごとに検証され組合や職場に提

示された上で、判断されるのか。 

 

２ 「勤務時間・休憩時間の臨時変更」に関して 

（１）「職員の負担軽減」とは、具体的に何をいみするのか。 

（２）振り分け割合に関して、根拠を示していただきたい。 

新宿本庁舎については、「Ⅰ型・Ⅱ型で概ね過半数、Ⅲ型がその残りで、

Ⅰ型は約１割程度」、事業所については「Ⅰ型・Ⅱ型で概ね過半数、残り

はＢ班、Ⅰ型は約１割程度」と理解してよいか。また、Ⅰ型について必ず

割り振らなければいけないのか。全ての振り分けについては、強制しない

こと。 

（３）新聞報道で、当局提案の対象者は実質過半数とあるがその通りか。 

（４）Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの休憩時間設定をずらすのは何故か。 

（５）勤務時間の特例設定は通常３ヶ月の試行とあるが、今回１ヶ月もない

提案について見解を求める。 

（６）現行の正規の勤務時間の割振りの区分（Ａ班・Ｂ班・Ｃ班）の振り分

け割合はどのようになるのか。 

（７）育児等家庭の事情とあるが、職員の子の保育園等への送迎、遠距離通

勤、通院等個人の一定の事情を考慮するものと理解してよいか。また、事

務処理上、本人の申し出で処理できると考えてよいか。 

（８）勤務時間の変更に伴って体調不良を起こした職員や再任用等高齢者職

員が、本人の申し入れがあれば現行の勤務時間に出来るのか。 

（９）障害を持つ職員は、影響が大きいと思われるが、対象外とする考えは

あるのか。 

（10）交替制勤務職場や交替制勤務と官庁執務型の混在する職場は、「勤務

時間・休憩時間の臨時変更について（案）」の対象外と理解してよいか。 

  また、特例設定職場の取扱いはどうなるのか。 

（11）「勤務時間・休憩時間の臨時変更について（案）」の試行及び運用開始

にあたっては、都庁の各職場の特性などもあり、各局・支部協議を前提と

すること。 

（12）休憩時間について、出先事業所についても希望があれば本庁同様の扱

いは出来るのか。 

 

（13）本庁舎の試行について、本格実施の前に検証を行い、組合にも示すの

か。また、試行の結果「効果無し」となった場合、本格実施は見送るのか。 

（14）本庁の試行について勤務変更前に支部・分会交渉を保障すべきではな

いか。 

（15）Ⅰ・Ⅱ型が業務上合わない事業所として、都民対応の多い職場、外部

機関とのやりとりが多い職場・少数職場・管理団体への派遣職員など窓口

職場以外でも現行通りでよいのか。 

（16）Ⅰ型は、通常の研修参加時や出張時の勤務時間の終了時間で超勤が発

生することに対する対応は考えているのか。あらゆる会議・打ち合わせは

４時１５分とするのか。 

（17）業務上（国への報告、搬入・納品、相談窓口）Ⅰ・Ⅱでは明らかに超

勤になる場合の対応策は。 

（18）現行Ｂ班に加えⅢ型をもうけるのはなぜか。また、Ｂ型の休憩時間を

変更する理由を示していただきたい。 

（19）「定時退庁を徹底する」とのことだが、６月は第二回定例都議会・９

月には第三回都議会・７月は予算要求作業があり徹底できるのか。 

（20）「定時退庁の徹底として管理職による見回りを行う」としているが、

多様な勤務体系の中で具体的にどう対応するのか。 

（21）非常勤職員や人材派遣の職員には、この措置は適用されない都考えて

よいか。 

（23）都民や関係団体に対する周知はどの様に行うのか。 

（24）発生した超過勤務については当然全額支給を行うと考える。また、勤

務形態が変わる中で、割り増し超勤の時間の前倒しは検討しているのか。 

（25）窓口開庁時間はどうなるのか。また、通常１７時までの窓口開設で５

５％が退勤した後の対応はどう考えているのか。 

（26）休暇の取得について取りづらくなると危惧されるがどうか。 

（27）半日休暇の取扱いはどうなるのか。 

 

3 その他 

（１）庁舎管理委託の対応は各局任せか。 

（都税においては、委託契約の変更や委託労働者の勤務条件に係わる） 

 

 

 

 

都庁職、解明要求提出 

ズレ勤務は節電効果があるのか、具体的に説明せよ！ 



 


